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神奈川県国民健康保険団体連合会 

 

 

元号の変更に伴う療養費支給申請書の請求の取扱いについて 

 

平素は本会の業務処理にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 元号の変更につきましては、平成31年 4月 1日に新元号を「令和」に改める政令が

公布され、5月 1日施行と定められたところです。 

 これに伴い、療養費支給申請書の請求について、下記のとおり取扱うこととします

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１  療養費支給申請書の請求に係る事項 

療養費支給申請書において、旧元号による記載がされている場合であっても、当

分の間、新元号に読み替えて取扱うこととします。 

なお、新元号に対応した各諸様式につきましては、本会ホームページに掲載して

ありますので,ダウンロードしてご使用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ お問い合わせ先 

  神奈川県国民健康保険団体連合会 

  審査部審査第４課   療養費係 

  TEL ０４５‐３２９‐３４３３ 


